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関西広域連合議会の議員定数見直しに係る規約改正について 

 

 関西広域連合議会の議員定数の見直しに向けた手続として、７月５日付で総務大臣あ

て規約改正申請を行っていたところ、８月 12 日付で許可されましたのでお知らせします。 

 

〈規約改正による議員定数の変更（29人→36人）〉 

              （改正前）     （改正後） 

滋賀県      ３人   →   ４人 

       京都府      ３人   →   ４人 

       大阪府      ５人   →   ５人 

       兵庫県      ４人   →   ５人 

       和歌山県     ３人   →   ４人 

       鳥取県      ３人   →   ２人※ 

       徳島県      ３人   →   ３人 

       京都市      １人   →   ２人 

       大阪市      ２人   →   ３人 

       堺市       １人   →   ２人 

       神戸市      １人   →   ２人 

    （※鳥取県議会において連合議員の選挙が行われるまでの間は３人） 

 

〈参考１〉規約改正の議決状況等 

   ５月２４日     大阪市会で議決 

     ２８日     京都市会で議決 

     ３０日     大阪府議会で議決 

   ６月１２日     兵庫県議会で議決 

     ２４日     堺市議会、神戸市会で議決 

     ２７日     鳥取県議会で議決 

     ２８日     滋賀県議会、和歌山県議会、徳島県議会で議決 

   ７月 ４日     京都府議会で議決 

      ５日     総務大臣許可申請 

   ８月１２日     総務大臣許可（議員定数の変更） 

 



〈参考２〉規約変更箇所（下線が今回変更された箇所） 

第９条 広域連合議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会において 選挙す

る。 

２ 前項の規定により構成団体の議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、第１号に定める人

数（以下本項において「府県域定数」という。）を基準として、第２号に定める人数とする。 

 (1) それぞれの構成府県の区域について２人に、次に掲げる構成府県の区分に応じ、それぞれ

次に定める人数を加えた人数 

  ア 人口（地方自治法第 254 条に規定する人口をいう。以下本号において同じ。） 

   250 万未満の構成府県 ２人 

  イ 人口 250 万以上 500 万未満の構成府県 ４人 

  ウ 人口 500 万以上 750 万未満の構成府県 ６人 

  エ 人口 750 万以上の構成府県 ８人 

 (2) 次の表の左欄に掲げる構成団体ごとに、それぞれ同表の右欄に定める人数 

構成団体 人数 

構成指定都市を包括する構成府県 当該構成府県の府県域定数から包括する構成指

定都市の人数を減じた人数 

上記以外の構成府県 当該構成府県の府県域定数に相当する人数 

構成指定都市 次に掲げる指定都市の区分に応じ、それぞれ次に

定める人数 

ア 大阪市 ３人 

イ 京都市、堺市及び神戸市 ２人 

３ 次の各号に掲げる構成団体については、前項の規定にかかわらず、その議会ごとに選挙する

広域連合議員の人数は、同項の規定による人数から当該各号に定める人数を減じた人数とする。 

 (1) 第４条第２項の規定により、広域連合が処理することとされている同条第１項第２号から

第８号までに掲げる事務の数が３以下となる構成団体 １人 

 (2) 構成団体間の均衡又は国の地方行政機関の管轄区域を考慮して定めた次に掲げる構成団

体 １人 

  ア 兵庫県 

  イ 鳥取県 

  ウ 徳島県 

４ 前３項の議会における選挙については、地方自治法第 118 条の規定の例による。 

 

附 則（平成 25 年８月 12 日総行市第 117 号） 

 （施行期日） 

１ この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。 

 （広域連合議員の人数に係る経過措置） 

２ この規約の施行の際現に広域連合議員である者の人数が改正後の第９条の規定による人数

を超えることとなる構成団体の広域連合議員の人数は、当該構成団体の議会において同条の規

定による選挙が行われるまでの間、なお従前の例による。この場合における広域連合議員の定

数は、改正後の第８条の規定にかかわらず、36 人に当該超えることとなる広域連合議員の人数

を加えた人数とする。 


